
クレアール税理士アカデミー (1) 

第59回(平成21年)税理士試験 消費税法 【解答】 

 〔第一問〕 

問１ 

 (1) 「売上げに係る対価の返還等をした場合」の意義  （6点） 

 
(2) 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の控除要件  (6点） 

 
(3) 相続、合併又は分割があった場合の取扱い  （3点） 

 

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行った課税資産の譲渡等（輸出免税等により消費税が

免除されるものを除く。）につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、その課税

資産の譲渡等の対価の額とその対価の額に100分の5を乗じて算出した金額との合計額（以下「税込価額」

という。）の全部若しくは一部の返還又はその課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の

額の全部若しくは一部の減額（以下「売上げに係る対価の返還等」という。）をした場合には、その売上

げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその課税期間にお 

いて行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額（その返還等をした税込価額又はその減額を

した債権の額に105分の4を乗じて算出した金額）の合計額を控除する。 

 

① 帳簿の保存 

上記(1)の規定は、事業者がその売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保 

存しない場合には、その保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については適用しな 

い。 

ただし、災害その他やむを得ない事情によりその保存をすることができなかったことをその事業者

において証明した場合は、この限りでない。 

② 帳簿の記載事項等 

上記(1)の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ明りょう 

に記録しなければならない。 

(ｲ) 売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称 

(ﾛ) 売上げに係る対価の返還等を行った年月日 

(ﾊ) 売上げに係る対価の返還等の内容 

(ﾆ) 売上げに係る対価の返還等をした金額 

③ 帳簿の保存期間 

上記②に規定する事業者は、記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日

の翌日から２月（清算中の法人について残余財産が確定した場合には１月とする。以下同じ。）を経 

過した日から７年間、その事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずる

ものの所在地に保存しなければならない。 

 

相続により被相続人の事業を承継した相続人、又は合併により事業を承継した合併法人若しくは分割に

より事業を承継した分割承継法人（以下「相続人等」という。）が、被相続人又は被合併法人若しくは分

割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人等

が行った課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、上記(1)及び(2)の規

定を適用する。 

 



クレアール税理士アカデミー (2) 

問２ 

(1) Ａ    （7点） 

 

 

(2) Ｂ   （7点） 

 

 

(3) Ｄ社   （7点） 

（提出すべき消費税の届出書及びその提出時期） 

 Ａは、平成21年12月31日までに、「消費税課税事業者選択届出書」及び「消費税簡易課税制度選択不適

用届出書」を提出すべきである。 

 

（理由） 

 Ａは、平成22年度の課税期間は免税事業者となるため、還付を受けるためには課税事業者とならなけれ

ばならない。また、平成22年度は本則課税にもどす必要があり、「消費税簡易課税制度選択届出書」の効

力を失わせるため、当該届出書の提出を要する。 

 

（提出すべき消費税の届出書及びその提出時期） 

 Ｂは、平成21年12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を、また相続開始後速やかに「個人事

業者の死亡届出書」を提出すべきである。 

 

（理由） 

 平成21年度のＢの納税義務については、前々課税期間のＢ及びＣの課税売上高が1,000万円を超えない

ため、このままでは課税事業者ではない。また、Ｃが提出した「消費税課税事業者選択届出書」は、相続

人であるＢには引き継がれない。 

したがって、課税事業者になったことがないＢが仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付を受けるた

めには、課税事業者となる必要があり、当該届出書の提出を要する。 

また、個人事業者が死亡した場合には速やかに「個人事業者の死亡届出書」を提出することとされてい

る。 

 

（提出すべき消費税の届出書及びその提出時期） 

 Ｄ社は、平成22年4月30日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出すべきである。 

 

（理由） 

 Ｄ社の平成22年5月1日から平成23年4月30日までの期間の基準期間である設立第１期の課税売上高は、

1,029万円×100/105＝980万円であり、1,000万円以下であるため納税義務がない。 

したがって、Ｄ社が当該課税期間に仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付を受けようとする場合に

は、課税事業者となる必要があり、当該届出書の提出を要する。 
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(4) Ｅ社   （7点） 

 

 

(5) Ｇ社   （7点） 

（提出すべき消費税の届出書及びその提出時期） 

 Ｅ社は、平成22年3月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を、また、速やかに「合併による

法人の消滅届出書」を提出すべきである。 

 

（理由） 

 Ｅ社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間の基準期間である平成20年4月1日から平成21年

3月31日までの期間の課税売上高は、2,625万円×100/105＝2500円で、5000万円未満であることから、「消

費税簡易課税制度選択届出書」の提出があれば簡易課税制度を選択できる。この場合において、簡易課税

制度の適用の有無については、被合併法人であるＦ社の基準期間の課税売上高は考慮しない。また、Ｆ社

が提出した「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は合併法人であるＥ社には引き継がれない。したが

ってＥ社が簡易課税制度を適用しようとする場合には当該届出書の提出が必要である。 

 また、合併により被合併法人が消滅した場合には、速やかに合併法人が被合併法人の納税地の所轄税務

所長に「合併による法人の消滅届出書」を提出することとされている。 

 

（前提となる手続、提出すべき消費税の届出書及びその提出時期） 

 Ｇ社は、災害により被害を受けたため、その災害等のやんだ日から２月以内に、「災害等による消費税

簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、簡易課税制

度の適用をやめることの承認を受ける。 

 これに伴い、Ｇ社は同様にその災害等のやんだ日から２月以内に「消費税簡易課税制度選択不適用届出

書」を提出すべきである。 

 

（理由） 

 Ｇ社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの当課税期間の簡易課税の適用については、当課税期

間の基準期間である平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間の課税売上高は5,040万円×100/105

＝4,800万円であり、5,000万円未満であるため簡易課税制度が適用される。 

原則として、前課税期間から適用した簡易課税制度は当課税期間の初日以降でなければ「消費税簡易課

税制度選択不適用届出書」を提出することができず、当課税期間においてはその適用をやめることはでき

ない。 

しかし、平成21年5月22日に発生した災害により、Ｇ社は被害を受けたことから本則課税に変更しよう

とする場合には、その災害等のやんだ日から２月以内（そのやんだ日がその申請に係る課税期間の末日の

翌日以後に到来する場合には、その確定申告書の提出期限まで）に「災害等による消費税簡易課税制度 

選択（不適用）届出に係る特例承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し承認を受ければ、「消費税

簡易課税制度選択不適用届出書」を当該課税期間の初日の前日に提出したものとみなされ、当課税期間に

おいて本則課税の適用が可能となる。この場合においては、簡易課税制度選択不適用届出書の提出制限の

規定は適用されない。 
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Ｚ―59―Ｆ 〔第二問〕 

Ⅰ 納税義務の有無の判定 

区 分 金 額 計 算 過 程 

基準期間における 

課税売上高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,784,522円 〔納税義務の有無の判定〕 

(1) 設立事業年度 

 ① 基準期間なし 

 ② 期首資本金 700万円＜1,000万円   ∴納税義務なし   ➁ 

 

(2) 前々事業年度 

 ① 基準期間なし  

② 期首資本金 2,000万円≧1,000万円  ∴納税義務あり 

 

(3) 前事業年度 

 ① 128,806,245－1,932,090＝126,874,155 

 ② 1,146,855－12,000＝1,134,855 

 ③ (①－②)×
11

12
＝137,170,145 ＞ 10,000,000    ∴納税義務あり 

 

(4) 当課税期間 

① 基準期間における課税売上高 

  (ｲ) 課税売上高 

    (128,806,245－1,932,090－6,610,343)＋(158,562,220－2,575,890 

－21,690,640)×
105

100
＝248,164,469 

  (ﾛ) 輸出免税売上高   

6,610,343＋21,690,640＝28,300,983 

  (ﾊ) ①＋②＝276,465,452 

(ﾆ) 対価の返還等 

  ㋑ 課税売上高に係る対価の返還等 

     (1,146,855－12,000－68,515)＋(2,872,100－43,000－279,330) 

     ×
105

100
＝3,494,692     

   ㋺ 輸出免税売上高に係る対価の返還等 

     68,515＋279,330＝347,845 

   ㋩ ㋑＋㋺＝3,842,537 

  (ﾎ) {(ﾊ)－(ﾆ)}×
21

12
＝155,784,522 

② 判定 

    155,784,522 ＞ 10,000,000    ∴納税義務あり  ➁  

 

(5) 翌事業年度 

 ① (43,890,210－658,502－8,907,704)×
105

100
＋8,907,704＝41,597,231 

 ② (652,994－5,410)×
105

100
＋5,410＝622,156 

 ③ (①－②)×
3

12
＝163,900,299 ＞ 10,000,000    ∴納税義務あり 
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Ⅱ 課税標準額に対する消費税額の計算 

 

Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等 

 

 

 

区 分 金 額 計 算 過 程  

課 税 標 準 額 394,049,000円 〔課税標準額の計算〕 

 (348,717,450＋17,435,806)＋(38,908,150＋1,945,307)＋(4,002,156 

 ＋200,100)＋(139,800＋6,990)＋(1,682,460＋84,120)＋(502,179 

 ＋30,000＋97,821)➁＝413,752,339 

 413,752,339×
105

100
＝394,049,846 → 394,049,000 （千円未満切捨） 

  

課税標準に対する 15,761,960円 〔課税標準に対する消費税額の計算〕 

消費税額   394,049,000×4％＝15,761,960  ➁ 

  

  

 

区 分 金 額 計 算 過 程  

課 税 売 上 割 合 426,421,575円 〔課税売上割合の計算〕 

 452,763,095円 (1) 課税売上高   

 ➁  ① 課税売上高   394,049,846 

   ② 課税売上高の対価の返還等 

    (1,020,174＋51,000)×
105

100
＝1,020,165  

  ③ 輸出免税売上高     

 35,209,014 

  ④ 輸出免税売上高の対価の返還等    

 767,120＋1,200,000＝1,967,120   ➁ 

  ⑤ ①－②＋③－④＝426,271,575 

  

 (2) 非課税資産の輸出等 

    150,000  

  

 (3) 非課税売上高 

    6,146,800➁＋12,365＋19,855＋950,000×5％＋2,300,000×5％ 

 ＋20,000,000➁＝26,341,520 

  

 (4) 課税売上割合 

   
(3)＋(2)＋(1)

(2)＋(1)
＝

5452,763,09

5426,421,57
＝94.18％＜95％  ∴ 按分計算必要  
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区 分 金 額 計 算 過 程  

控除対象仕入税額 15,220,800円 〔課税仕入れ等の税額の合計額の計算〕 

 (1) 課税仕入れ等の区分及びその税額 

   ① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

   (ｲ) 課税仕入れに係る税額 

      (308,487,237＋15,424,102)＋(15,023,106＋751,153)＋(22,006,730 

      ＋1,100,316)＋(321,429＋16,071＋1,500,000)➁＋(872,230＋43,611)

  ＋(1,591,880＋79,594)＋(1,200,000＋60,000)＋(200,000＋10,000) 

  ＋(702,600＋35,130)＋(282,000－182,000＋5,000)➁＋1,365,000 

 ＋(1,800,000＋90,000)＋(5,000,000＋250,000)＝378,035,189 

 378,035,189×
105

4
＝14,401,340 

   (ﾛ) 仕入れに係る対価の返還等 

 
(2,064,468＋103,223)×

105

4
＝82,578  ➁ 

   (ﾊ) 課税貨物に係る消費税額    

 91,500   ➁ 

   (ﾆ) 課税貨物に係る還付税額 

      18,000   ➁ 

   (ﾎ) (ｲ)－(ﾛ)＋(ﾊ)－(ﾆ)＝14,392,262 

  

 ② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの    

     (69,000＋3,450)＋(54,000＋2,700)＝129,150 

      129,150×
105

4
＝4,920  ➁ 

  

 ③ 共通して要するもの 

    2,886,640➁＋681,290＋(188,157＋9,407)＋(557,000＋27,850)＋35,000

    ＋(1,285,077＋64,240)＋(2,061,251＋103,056)＋(1,288,831＋64,441) 

    ＋(30,000＋1,500)＋(6,000,000＋300,000)➁＋(1,285,283＋64,264) 

    ＋(2,666,780＋133,339)＋(584,180＋29,209)＋(1,155,610＋57,748) 

     ＋(47,620＋2,380)＋(12,000＋600)＋(899,912＋44,990) 

     ＋(500,000＋25,000)➁＝23,092,655 

      23,092,655×
105

4
＝879,720  

  

   ④ ①＋②＋③＝15,276,902 
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区 分 金 額 計 算 過 程  

 〔調整対象固定資産に係る控除税額の調整の計算等〕 

  (1) 調整対象固定資産の判定 

   ① 事務機リース 

 
    (2,208,000＋110,400)×

105

100
＝2,208,000 ≧ 1,000,000    

 ∴該当するが、当期が第３年度でないため調整なし ➁

   ② 電気設備 

     免税期間中の取得であるため調整なし  ➁  

   ③ 内装工事一式 

     免税期間中の取得であるため調整なし   

  ④ 広告用看板 

 
   1,680,000×

105

100
＝1,600,000 ≧ 1,000,000 

           ∴該当するが、当期が第３年度でないため調整なし 

  ⑤ 役員専用車 

     免税期間中の取得であるため調整なし 

   ⑥ トラック 

         免税期間中の取得であるため調整なし 

  ⑦ エアコン 

         免税期間中の取得であるため調整なし 

                   

 〔控除対象仕入税額の計算〕 

 (1) 個別対応方式 

   14,392,262＋879,720×
5452,763,09

5426,421,57
＝15,220,800  ➁ 

  

 (2) 一括比例配分方式  

   15,276,902×
5452,763,09

5426,421,57
＝14,388,099   ➁ 

  

 (3) (1)＞(2)  ∴ 15,220,800 
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区 分 金 額 計 算 過 程 

〔売上げの返還等対価に係る税額の計算〕 

  (1,020,174＋51,000)×
105

4
＝40,806  ➁ 

売上げの返還等対 

価に係る税額 

40,806円

 

〔貸倒れに係る税額の計算〕 

  (1,459,000＋72,950)×
105

4
＝58,360  ➁ 

貸倒れに係る税額 58,360円

 

〔控除税額小計〕 

  15,220,800＋40,806＋58,360＝15,319,966  

控 除 税 額 小 計 15,319,966円

 

 

Ⅳ 差引税額の計算 

区 分 金 額 計 算 過 程  

差 引 税 額 

又は 

控除不足還付税額 

441,900円 〔差引税額の計算〕 

 15,761,960－15,319,966＝441,994 → 441,900   

                        （百円未満切捨） 

 

Ⅴ 中間納付税額の計算 

区 分 金 額 計 算 過 程  

中 間 納 付 税 額   1,999,900円 〔中間納付税額の計算〕 

(1) 一月中間申告 

1,000,000×
3

1
＝333,333 ≦ 4,000,000         ∴適用なし 

(2) 三月中間申告 

1,000,000×
3

1
×３＝999,999 ≦ 1,000,000   ∴適用なし 

(3) 六月中間申告 

1,000,000×
3

1
×６＝1,999,999 ＞ 240,000 

        1,999,999 → 1,999,900 （百円未満切捨） ➁ 

(4) (1)＋(2)＋(3)＝1,999,900 

 

 

Ⅵ 納付税額の計算 

区 分 金 額 計 算 過 程  

納 付 又 は 

中間納付還付税額 

 △1,558,000円 〔納付又は中間納付還付税額の計算〕 

 441,900－1,999,900＝△1,558,000  ➁ 

 

この模範解答はクレアール税理士アカデミーが作成したものです。また、解答は予告無く変更する場合があります。ご了承

下さい。 


